
【
意
見
募
集
期
間
】

　
12
月
3
日（
月
）～
1
月
4
日（
金
）

【
意
見
を
提
出
で
き
る
方
】

　
第
3
期
甲
賀
市
教
育
振
興
基
本
計
画

（
案
）
に
関
し
、
意
見
等
を
提
出
す

る
意
思
を
有
す
る
個
人
お
よ
び
法
人
、

そ
の
他
の
団
体

【
意
見
の
提
出
方
法
】

　

意
見
書
（
閲
覧
場
所
に
て
取
得
可

能
）
に
記
入
の
う
え
、
各
閲
覧
場
所
へ

持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
E
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
公
表
の
方
法
】

　

教
育
総
務
課
、
旧
支
所
で
あ
る
土

山
、
甲
賀
大
原
、
甲
南
第
一
、
信
楽

地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
で
の
閲
覧
（
開
庁

日
の
8
時
30
分
～
17
時
15
分
の
み
可

能
）
な
ら
び
に
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

あ
い
コ
ム
こ
う
か
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

へ
の
掲
載

【
意
見
の
取
り
扱
い
】

　

提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
き
、
回
答
と
あ
わ
せ
て

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
な

お
、
ご
意
見
を
提
出
さ
れ
た
方
へ
の
個

別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

　
教
育
委
員
会
で
は
、
教
育
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
２
次
甲
賀
市
総
合
計

画
、
甲
賀
市
教
育
大
綱
と
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
本
市
が
め
ざ
す
教
育
の
推
進
に

向
け
て
「
第
３
期
甲
賀
市
教
育
振
興
基
本
計
画
」
の
策
定
を
進
め
て
お
り
、
そ
の

原
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

皆み
な

さ
ん
の
ご
意い

見け
ん

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す

�

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）

第
３
期
甲
賀
市
教
育
振
興
基
本
計
画（
案
）

information
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●
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せ
●

　
教
育
総
務
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総
務
企
画
係　
〒
5
2
8︲8
5
0
2　
水
口
町
水
口
6
0
5
3
番
地

　
☎
６
９︲２
２
３
９　
Ｆax
６
９︲２
２
９
３　
koka30100300@

city.koka.lg.jp

　市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタン
ト、役務提供および物品供給等の入札参加資格審
査申請を下記のとおり受付します。申請書、添付書
類等の詳細は、提出要項（市ホームページ、または
管財課契約検査係と旧支所である土山、甲賀大原、
甲南第一、信楽地域市民センターで配布中）をご覧
ください。

※�市内業者および準市内業者（市内にある本店、支
店または営業所）の受付は下記のとおりです。

※�建設工事のみ、事業所の住所で受付日が異なり
ますので、ご注意ください。
※�市外業者の受付については、市ホームページ掲
載の提出要項をご覧ください。

不
祥
事
再
発
防
止
・

信
頼
回
復
に
関
す
る

組
織
の
危
機
管
理
研
修
会
を

開
催
し
ま
し
た

職し
ょ
く

員い
ん

の

意い

識し
き

改か
い

革か
く

に
向む

け
て

信し
ん

頼ら
い

回か
い

復ふ
く

に
向む

け
て

　
昨
年
10
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙

小
選
挙
区
に
お
い
て
、
開
票
に
お
け

る
不
適
正
処
理
に
よ
り
失
っ
た
市
民

の
皆
様
の
信
頼
回
復
と
再
発
防
止
に

向
け
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵

守
）
推
進
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図

る
た
め
の
第
１
回
研
修
会
を
11
月
20

日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
管
理
職
１
７
２
人
が
組

織
の
危
機
管
理
の
考
え
方
、
職
員
の

不
祥
事
防
止
の
意
識
を
高
め
る
方
法
、

管
理
職
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
向
上
方
法
等
に
つ
い
て
研
修
し
ま

し
た
。

●
問
い
合
わ
せ
●

　
総
務
課　
法
務
係

　
☎
６
９︲２
１
２
１　

 

Ｆax
６
３︲４
０
８
６

市
し

職
しょく

員
い ん

の給
きゅう

与
よ

・
人
に ん

数
ず う

等
と う

の状
じょう

況
きょう

　地方公務員法第５８条の２および、甲賀市人事行政の運営等の公表に関す
る条例の規定により、平成2９年度の市職員の給与、人数などについてお知ら
せします。
　なお、この内容のほか、詳細は市ホームページでもご覧いただけます。

①部門別職員数の状況
　（各年４月１日現在）� （単位：人） ②人件費の状況（平成29年度普通会計決算）

③職員の平均給料月額および平均年齢の状況
　（平成30年4月1日現在普通会計）

④職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　（平成30年4月1日現在普通会計）

部�門 平成29年 平成30年 増減

普
通
会
計

一般
行
政

議会 6� 6� 0�

総務企画 159� 156� △� 3�

税務 36� 36� 0�

民生 233� 219� △14�

衛生 32� 32� 0�

労働 5� 6� 1�

農林水産 27� 27� 0�

商工 14� 13� △� 1�

土木 56� 57� 1�

小計 568� 552� △16�

特
別
行
政

教育 129� 122� △� 7�

消防 0 0 0�

小計 129� 122� △� 7�

公
営
企
業
等

会
計

病院 78� 78� 0�

水道 24� 25� 1�

下水道 17� 17� 0�

その他 49� 51� 2�

小計 168� 171� 3�

合　計 865� 845� △ 20�

（注）特別行政の教育欄は教育委員会事務局職員の人数で
あり、市内小中学校の教員は含まれません。

年度 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ）

H29 412億7,124万1千円 66億1,959万7千円 16.0%

■人件費の内訳

議員に関する人件費 1億8,496万8千円

市長、副市長、教育長 4,963万1千円

各種委員に対する人件費 10億5,086万1千円

一般職員に関する人件費 53億3,413万7千円

合　計 66億1,959万7千円

（注）対象者は、①部門別職員数の合計のうち普通会計に属する職員です。

区分
一般行政職　630人 医療職　24人 技能労務職　20人

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

普通会計 315,656円 41歳1月 323,133円 43歳7月 292,385円 52歳5月

区分 初任給 経験年数10年 経験年数20年

一般
行政職

大学卒 179,200円 240,280円 345,131円

短大卒 159,800円 225,800円 314,275円

高校卒 147,100円 − 306,700円

建設工事 測量・建設コンサルタント等 物品役務等

受付日
（郵送不可）

■水口地域　平成31年1月23日（水）
■土山・甲賀・甲南・信楽地域　平成31年1月24日（木）
■上記日程に都合がつかない方　平成31年1月25日（金）

平成31年
1月17日（木）、18日（金）

平成31年
1月10日（木）、11日（金）

受付場所 甲賀市役所４階
会議室４０２

甲賀市役所４階
会議室４０１

受付時間 ９時～１６時（１１時３０分～１３時３０分を除く）

有効期間 ２年間 １年間

●問い合わせ●　管財課　契約検査係　
☎６９－２１２７　Ｆax６３―４６２７

●問い合わせ●

人事課　給与係　☎６９-２１２3　Ｆax６３-４086
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平成３１年度
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